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第２章 建築物の意匠 

1. 概 要 

意匠法第２条第１項は、有体物の動産である「物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の
形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」と並べて、「建築（建築物の部分を含む。以下
同じ。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」も意匠法上の意匠に該当すると定義
している。 
本章では、審査官が、建築物の意匠として出願された意匠について、建築物の意匠としての登

録要件を満たしているか否かをどのように判断するかについて記載する。 
 

2. 建築物の意匠の審査における基本的な考え方 

審査官は、建築物の意匠を審査する際、基本的には、第Ⅱ部及び第Ⅲ部に記載された各登
録要件の審査基準に従い、物品の意匠や画像の意匠と共通した審査を行う。 
本章では、意匠登録の対象となる建築物の定義の他、建築物の意匠の審査の際に特有の事

項を中心に記載しており、本章に記載されていないその他の事項については、各登録要件の審査
基準の該当箇所を参照されたい。 
審査官は、建築物の意匠の審査において、まず、意匠登録を受けようとする意匠が意匠法に

おける建築物の意匠に該当するか否かを判断し、該当する場合には、第Ⅱ部及び第Ⅲ部に記
載された各登録要件の審査基準に加えて、本章に記載する事項に従い審査を進める。 

 

3. 意匠法上の建築物 

3.1 意匠法上の建築物に該当するための要件 

建築物の意匠として出願されたものが、意匠法上の建築物の意匠を構成するためには、以下
の（１）及び（２）のいずれの要件も満たすものでなければならない。 

 
（１） 土地の定着物であること 
（２） 人工構造物であること。土木構造物を含む。 

 
上記（１）及び（２）の各要件の詳細については、本章「6.1.1.1 意匠法上の建築物の

意匠を構成するものであること」を参照されたい。 
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4. 一意匠一出願の要件に係る考え方 

 意匠法第 7条は、意匠登録出願は一意匠ごとにしなければならないと規定しており、建築物の
意匠の意匠登録出願についても、当該要件を満たさなければならない。一般的な判断基準につ
いては、「第Ⅱ部第２章 意匠ごとの出願」を参照されたい。 
 審査官は、意匠登録出願が、願書の記載及び願書に添付した図面等から総合的に判断した
場合に、以下に該当する場合は、二以上の意匠を包含し、意匠ごとにした意匠登録出願に該
当しないと判断する。 
 
（１） 二以上の建築物の用途、画像の用途又は物品を願書の「意匠に係る物品」の欄に

並列して記載した場合 
（２） 図面等において二以上の構成物を表した場合 

     ただし、組物の意匠の意匠登録出願である場合を除く。 
 

4.1 意匠に係る物品の欄の記載における一意匠の考え方 

 審査官は、意匠登録出願が、例えば二以上の建築物の用途、画像の用途又は物品を願書
の「意匠に係る物品」の欄に並列して記載したものである場合、二以上の意匠を包含した意匠登
録出願と判断する。 
 ただし、審査官は、複数の用途を有する建築物であり、意匠に係る物品の欄に、例えば「複合
建築物」と記載され、具体的な用途が「意匠に係る物品の説明」の欄に複数記載されたものにつ
いては、意匠ごとにされた意匠登録出願と判断する。 
 

4.2 図面等の記載における一意匠の考え方 

審査官は、意匠登録出願の願書に添付された図面等において、出願された建築物が複数の
構成物により表されている場合、以下のとおり、意匠登録出願に係る意匠が一の建築物に係る
ものである否かの判断を行う。 
 
（１） 審査官は、図面等に複数の構成物が表されている場合であっても、社会通念上それら

全ての構成物が一の特定の用途及び機能を果たすために必須のものである場合は、一
の建築物であると判断する。 

例︓橋桁が中央で開閉する可動橋 
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（２） 審査官は、一の特定の用途及び機能を果たすための結びつきが強固ではない場合であ
っても、以下に該当するものである場合は、一の建築物であると判断する。 
① 近接して建設することを考慮して形態上の関連性を持たせるなど、一体的に創作が
なされている場合 

②社会通念上一体的に実施がなされるものである場合 
例︓学校の校舎と体育館、複数の棟からなる商業用建築物 

 
（３） 審査官は、一の特定の用途及び機能を果たすための結びつきが何ら認められない場合

には、二以上の建築物と判断する。 
例︓住宅と電波塔、橋梁と灯台 

 

4.3 建築物に継続的に固定して使用し、任意に動かさないものが表されている場合の一意匠の
考え方 

審査官は、社会通念上、建築物の内部又は外部に継続的に固定して使用し、任意に動かさ
ないものについては、建築物の一部を構成するものとして取り扱う。 

 
＜建築物の一部を構成するものとして取り扱うものの例＞ 
① 建築物の構造体の仕上げ材等 

    例︓瓦、壁紙、タイル、フローリング、床に張り込んで用いるカーペット、畳など 
② 建具、固定された什器等 

    例︓扉、窓、作り付けの間仕切り壁、天井つり下げ等、天井埋め込み灯、ブラインド、 
映画館の座席 

③ 屋外の固定された付随物 
    例︓ウッドデッキ、ペデストリアンデッキ、門柱、敷設ブロック 

 
ただし、上記に該当するものであっても、願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判
断して、明らかに固定されていないと判断する場合は、二以上の物品等が表されているものと判
断する。 
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4.4 建築物に一時的に配置するもので、任意に動かすことができるものが表されている場合の一
意匠の考え方 

審査官は、建築物の意匠として出願されたものの一部に、社会通念上、一時的に配置するも
ので、任意に動かし、配置を変更することができるものを含んでいるときは、これらのものは建築物
の意匠を構成しないものとして取り扱う。 
このような出願については、審査官は、一の建築物に係る出願ではないと判断する。  
 

＜建築物の一部を構成しないものとして取り扱うものの例＞ 
例︓住宅のテーブル、オフィスの椅子、ホテルのベッド、洗濯機、冷蔵庫、ラグ、置き畳、 

植木鉢、ゴミ箱 
 

4.5 建築物に意匠法上の意匠に該当しないものが表されている場合の一意匠の考え方 

審査官は、建築物の意匠として出願されたものの一部に、自然物等の意匠法上の意匠に該
当しないものを含んでいるときは、これらのものは建築物の意匠を構成しないものとして取り扱う。 
このような出願については、審査官は、一の建築物の意匠に係る出願ではないと判断する。 
 

＜建築物の意匠を構成しないものとして取り扱うものの例＞ 
例︓犬、猫、自然の岩、石、樹木、草 

 
 ただし、審査官は、自然物であっても、建築物に付随するものであって、建築物自体に固定し、
建築物の内外の壁面や屋根等を装飾する素材として使用した保形性のあるものについては、建
築物の意匠を構成するものとして取り扱う。 
 

4.6 建築物に画像が表されている場合の一意匠の考え方 

審査官は、建築物に固定した画像表示器等の表示部に画像が表示されている場合は、建築
物の附属物と捉え、建築物の意匠を構成するものとして取り扱う。 

 
＜建築物の意匠を構成するものとして取り扱うものの例＞ 
例︓建築物の外壁に固定した画像表示器の表示部に表示された時刻表示用画像 
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建築物に固定したプロジェクターによって建築物の内外壁等に投影された画像も同様に、建築
物の意匠を構成するものとして取り扱う。この場合、プロジェクター自体が外観に現れない場合は
必ずしもその位置等が開示されていなくてもよい。 
他方、審査官は、建築物に固定せず単に配置したにすぎない画像表示器等に表示された画

像や、建築物（附属物がある場合は、附属物を含めた建築物）の外方から投影された画像で
あると判断する場合は、建築物の意匠を構成しないものとして取り扱う。よって、建築物の意匠と
して出願されたものが、これに該当するものを含んでいる場合は、一の建築物の意匠に該当しない
と判断する。 
 ただし、組物の意匠として出願され、組物の意匠の登録要件を満たすものである場合は、この
限りではない。 
 

4.7 建築物に照明器具を点灯させることによって生じる模様が表されている場合の一意匠の考
え方 

 審査官は、建築物に固定した照明器具を点灯させることによって建築物の内外壁等に模様が
表されている場合は、建築物自体の模様と捉え、建築物の意匠を構成するものとして取り扱う。
この場合、光源自体が外観に現れない場合は必ずしもその位置等が開示されていなくても良い。 
他方、審査官は、建築物に固定せず単に配置したにすぎない照明器具を点灯させることによっ
て表された模様や、建築物（附属物がある場合は、附属物を含めた建築物）の外方の照明器
具を点灯させることによって表された模様であると判断する場合は、建築物の意匠を構成しないも
のとして取り扱う。よって、建築物の意匠として出願されたものが、これに該当するものを含んでいる
場合は、一の建築物の意匠に該当しないと判断する。  
 

4.8 形状、模様又は色彩が変化する建築物の一意匠の考え方 

審査官は、一の用途及び機能に基づいて、形状、模様、又は色彩が変化する建築物につい
ては、当該変化の前後の形状、模様、若しくは色彩又はそれらの結合を含め、一の建築物として
取り扱う。 

 
＜変化の前後の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合を含めて一の建築物として取り扱う
ものの例＞ 
例１︓屋根が開閉する競技場  
例２︓建築物に固定した画像表示器等に表示された画像が変化する商業用建築物 
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 ただし、当該画像の変化が、一の画像の意匠として許容される変化の範囲内のもの
である場合に限られる（第Ⅳ部第１章参照）。また、建築物に固定した照明器具を
点灯させることにより表される模様が変化する場合においても、当該模様の変化に形
態的関連性があるものに限られる。 
 

4.9 建築物の意匠における一意匠一出願の例外 

 一の建築物と認められない場合でも、組物の意匠又は内装の意匠として、意匠登録を受ける
ための要件を満たす場合がある。建築物を含む組物の意匠については第Ⅳ部第 3章を、内装の
意匠については第Ⅳ部第 4章を参照されたい。 
 
 

5. 建築物の意匠の意匠登録出願における願書及び図面等の記載事項 

建築物の意匠の意匠登録出願の願書及び図面等については、物品の意匠の場合と記載し
なければならない事項が一部異なっている。以下、建築物の意匠の意匠登録出願について、出
願人が願書や図面等の記載上留意すべき点について示す。 
審査官は、建築物の意匠の審査において、願書及び願書に添付された図面等が、これらの留

意事項に従い記載されたことを踏まえつつ、出願された意匠の認定を行う。 
審査官は、願書の記載及び願書に添付された図面等を総合的に判断しても意匠登録を受

けようとする意匠を特定できない場合は、意匠が具体的でないことに基づく拒絶理由を通知する。 
 

5.1 「意匠に係る物品」の欄の記載 

建築物の意匠について意匠登録出願する場合は、願書の「意匠に係る物品」の欄に、建築物
の具体的な用途が明確となるものを記載する。 
なお、様々な業種のテナントが入る大規模施設など、複合的な用途を持つ建築物について

は、「意匠に係る物品」の欄に「複合建築物」と記載し、具体的な用途については、「意匠に係る
物品の説明」の欄において説明すればよい。 

 
＜単一の棟（構成物）について出願する場合の記載例＞ 

 例︓住宅、校舎、体育館、オフィス、ホテル、百貨店、病院、博物館、橋梁、ガスタンク など 
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＜複数の棟（構成物）について出願する場合の記載例＞ 
 例︓学校、商業用建築物 など 
 

＜複合的な用途を持つ建築物の場合の記載例＞ 
 例︓ 【意匠に係る物品】 複合建築物 

 【意匠に係る物品の説明】  この建築物は、低層階を店舗、上層階を宿泊施設とし
て用いるものである。 

 

5.2 「意匠に係る物品の説明」の欄の記載 

「意匠に係る物品」の欄の記載だけでは、建築物の用途を明確にすることができない場合は、
「意匠に係る物品の説明」の欄に、具体的な用途を記載する。 
 なお、複合的な用途を持つ建築物の場合は、具体的な用途を、「意匠に係る物品の説明」の
欄に記載する。 
 

5.3 「意匠の説明」の欄の記載 

「意匠の説明」の欄の記載方法については、物品の意匠の意匠登録出願の場合と同様である
ことから、「第Ⅲ部第１章 工業上利用することができる意匠 ●.●」を参照されたい。 
なお、形状、模様、又は色彩が変化する建築物の意匠について、図面の記載のみでは変化の

順序又は変化の態様が明らかでないときは、これらについての説明を「意匠の説明」の欄に記載す
る。 

 

5.4 図面等の記載 

5.4.1 必要な図 
建築物の意匠の意匠登録出願に添付する図面等の記載要件については、物品の意匠の意

匠登録出願の場合と同様であることから、「第Ⅲ部第１章 工業上利用することができる意匠 
●.●」を参照されたい。 
建築物の中の一室等のように、「内側」の一部について意匠登録を受けようとする場合、意匠

登録を受けようとする部分の形態及び用途と機能の認定に支障が無く、かつ、出願人が建築物
全体の形態における、位置、大きさ、範囲がありふれたものであると考える場合には、建築物の外
側の開示は不要とする。出願人が意匠登録を受けようとする部分の建築物全体における位置、
大きさ、範囲に特徴があると考える場合など、必要がある場合は、建築物全体を開示することもで
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きる。審査官は、建築物全体における位置、大きさ、範囲が開示されていない場合は、それらが
ありふれた範囲内のものであると認定する。 
また、複数の棟（構成物）からなる建築物について一意匠として意匠登録を受けようとするも

のである場合には、それらの位置関係が明らかとなる図を少なくとも一図開示する。 
ただし、例えば、橋桁が中央で開閉する可動橋のように、複数の棟（構成物）全てが一の特

定の要素及び機能を果たすために必須のものである場合を除く。 
 
5.4.2 図の表示 
 図の表示は、物品の意匠の意匠登録出願と同様に、【正面図】、【背面図】、【左側面図】、
【右側面図】、【平面図】、【底面図】、【〇〇断面図】、【〇〇切断部端面図】、【〇〇拡大
図】、【斜視図】、等を用いて記載する。 
 または、建築図面に用いられる図の表示である【東側立面図】、【西側立面図】、【南側立面
図】、【北側立面図】、【屋根伏図】等を用いて記載する。 
 
5.4.3 図面中に意匠登録を受けようとする意匠以外のものを表す場合 
建築物の意匠においても、図面中（参考図を除く）には、意匠登録を受けようとする意匠の

みを表す。ただし、物品の意匠の意匠登録出願と同様に、「意匠の説明」において、当該意匠登
録を受けようとする意匠以外のものについての説明がある場合や、図面等において描き分けがある
ことにより、意匠登録を受けようとする意匠とそれ以外のものを明確に認識できる場合を除く。 

 

６. 建築物の意匠の登録要件 

建築物の意匠として出願されたものが意匠登録を受けるためには、意匠法において定められた
全ての登録要件を満たさなければならない。基本的には一般的な登録要件の審査と同様に行う
が（第Ⅱ部及び第Ⅲ部参照）、以下、主な登録要件に関し、建築物の意匠の審査において
特に留意すべき点について示す。 

 
（１）工業上利用することができる意匠であること（6.1 参照） 
（２）新規性を有すること（6.2 参照） 
（３）創作非容易性を有すること（容易に創作できたものでないこと）（6.3 参照） 
（４）先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠ではないこと（6.4 参照） 
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6.1 工業上利用することができる意匠であること 

審査官は、建築物の意匠として出願されたものが、以下のいずれかの要件を満たしていない場
合は、意匠法第３条第１項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないと
判断する。 
 
（１） 意匠を構成するものであること 
（２） 意匠が具体的なものであること 
（３） 工業上利用することができるものであること 
 
6.1.1 意匠を構成するものであること 
 意匠法上の意匠を構成するための一般的な要件については、「第Ⅲ部第１章 工業上利用す
ることができる意匠（意匠該当性・具体性・工業上の利用可能性）」を参照されたい。 
また、建築物の意匠として出願されたものが、意匠法上の建築物の意匠を構成するためには、
以下の「（１）意匠法上の建築物の意匠を構成するものであること」に掲げたいずれの要件も満
たすものでなければならない。 
 
（１）意匠法上の建築物の意匠を構成するものであること 

 
①土地の定着物であること 
土地︓定着物が固定される地表面のことをいう。なお、平面、斜面等の地形を問わず、海
底、湖底等の水底を含む。 
定着物︓継続的に土地に固定して使用され、任意に動かすことができないものをいう。 

 
②人工構造物であること。土木構造物を含む。 
構造物︓意匠登録の対象とするものは、建築基準法の定義等における用語の意よりも広
く、建設される物体を指し、土木構造物を含む。通常の使用状態において、内部の形態が
視認されるものについては、内部の形態も含む（注）。 

 
（注）建築物の内部の一部のみを意匠登録を受けようとする部分としたものも含まれる。

通常の使用状態において、視認することのない範囲を除く。 
 

※ こうした意匠審査基準における定義は、意匠の創作の対象となるものは広く意匠法で保護さ
れるべきとの意匠法の法目的に基づくものである。 



11 
 
 

＜意匠法上の建築物に該当するものの例＞ 
商業用建築物、住宅、学校、病院、工場、競技場、橋梁、煙突 など 

 
（２）意匠法における建築物に該当しないもの 
審査官は、例えば以下の①ないし③のいずれかに該当するものは、意匠法における建築物に

該当しないと判断する。 
 
①土地の定着物であることとの要件を満たさないもの 
審査官は、例えば以下のものは、土地の定着物であることとの要件を満たさないものと判断す
る（注）。 

 
＜土地の定着物であることとの要件を満たさないものの例＞ 

(a) 土地に定着させうるが、動産として取り引きされるもの 
例︓庭園灯  

(b) 一時的に設営される仮設のもの 
例︓仮設テント 

(c) 不動産等の登記の対象となりうるが、動産として取り引きされるもの 
例︓船舶、航空機、キャンピングカー 

 
（注）ただし、これらに該当するものであっても、意匠法上の物品に該当するものは、物品

の意匠として意匠登録の対象となり得る。 
 
②人工構造物であることとの要件を満たさないもの 
審査官は、例えば以下のものは人工構造物であることとの要件を満たさないものと判断する。 

 
＜人工構造物であることとの要件を満たさないものの例＞ 

(a) 人工的なものでないもの（注） 
例︓自然の山、自然の岩、自然の樹木、自然の河川、自然の滝、自然の砂浜 

 
（注）審査官は、人工的なものでないものであっても、建築物に付随するものであっ

て、建築物自体に固定し、建築物の内外の壁面や屋根等を装飾する素材等
として使用した保形性のあるものについては、建築物の意匠を構成するものとし
て取り扱う。ただし、建築物の一部について意匠登録を受けようとする意匠であ
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って、意匠登録を受けようとする部分に当該人工的でないもののみが表されて
いる場合は、本要件を満たしていないと判断する。 

 
(b) 人の手が加えられているものの、自然物や地形等を意匠の主たる要素としているもの 

例１︓自然の地形を利用した以下のもの 
スキーゲレンデ、ゴルフコース 

例２︓自然物を主たる要素とする庭園 
 

(c) 土地そのもの又は土地を造成したにすぎないもの 
 
（３）工業上利用することができるものであること 
工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して生産し得るという

ことであり、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していれば足りる。 
 

 6.1.2意匠が具体的であること 
（１）意匠が具体的であることとの要件 
建築物の意匠として意匠登録を受けるためには、その意匠の属する分野における通常の知識

に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から意匠登録出願の対象が建
築物の意匠の意匠登録出願であることが直接的に導き出されなければならない。 
次に、建築物の意匠として出願された意匠が具体的なものと認められるためには、その意匠の

属する分野における通常の知識に基づいて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面
等から具体的な一の意匠の内容が直接的に導き出されなくてはならない。 
審査官は、出願された意匠について、以下の①ないし⑤についての具体的な内容を導き出す

ことができないときは、意匠が具体的でないと判断する。 
 
① 建築物の用途  
② 建築物の一部について意匠登録を受けようとする場合には、当該部分の用途及び機能 
③ 建築物の一部について意匠登録を受けようとする場合には、その位置、大きさ、範囲 

ただし、建築物の「内側」の一部について意匠登録を受けようとする場合、意匠登録を
受けようとする部分の形態及び用途と機能の認定に支障が無く、かつ、出願人が建築
物全体の形態における、位置、大きさ、範囲がありふれたものであると考える場合には、
建築物の外側の開示は不要である（詳細については、本章「5.4.1 必要な図」参
照。）。 
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④ 複数の棟（構成物）からなる建築物について一意匠して意匠登録を受けようとするも
のである場合には、それらの位置関係 

⑤ 建築物の形態 
 
 願書の記載又は願書に添付した図面等に関する一般的な要件については、「第Ⅲ部第１章 
工業上利用することができる意匠（意匠該当性・具体性・工業上の利用可能性）●.●」を参
照されたい。 
 
（２）意匠が具体的なものと認められない場合の例 
審査官は、建築物の意匠に係る意匠登録出願の願書又は願書に添付した図面等に、例え

ば以下のような記載不備があり、願書の記載及び願書に添付した図面等を総合的に判断して
も、具体的な一の章の内容を直接的に導き出すことができないときは、意匠が具体的でないと判
断する。 

 
＜意匠が具体的でないと判断する場合の例＞ 
① 建築物の具体的な用途が明らかでない場合  
② 建築物の一部について意匠登録を受けようとする意匠である場合に、当該部分の用途

及び機能が明らかでない場合 
③ 建築物の意匠として意匠登録を受けようとするものであるか、内装の意匠として意匠登

録を受けようとするものであるかが不明な場合 
④ 複数の棟（構成物）からなる建築物について一意匠して意匠登録を受けようとするも

のである場合には、それらの位置関係 
⑤ 建築物の意匠として意匠登録を受けようとする意匠の具体的な形態が明らかでない場

合 



14 
 
 

【事例】 意匠の具体的な形態が明らかでないものの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）本事例は、屋根が緩やかに傾斜した意匠を、パースがついた１図のみで表したものであり、意
匠全体の具体的な形態を把握することはできず、意匠が具体的でないと判断される。 

 

6.2 新規性を有すること 

審査官は、新規性要件について規定する意匠法第 3条第１項各号の規定の適用について
は、出願された建築物の意匠が公知の意匠のいずれかと同一であるか否か、又は公知の意匠に
類似する意匠に該当するか否かを判断（以下、この判断を「類否判断」という。）することにより
行う。 
新規性要件に関する一般的な判断基準については、「第Ⅲ部第２章 新規性」を参照された

い。加えて、建築物の意匠について類否判断を行う場合に、審査官が、特に留意すべき点を以
下に記載する。 
 
 6.2.1建築物の意匠の類否判断における観察方法 
 建築物の意匠は、人の身体の大きさを大きく超えるものが多いことから、類否判断のための意匠
の観察にあたっては、グラウンドレベルからの肉眼による観察を基本としつつ、建築物の特性に応じ
て、建築物の一部に接近した視点で細部を観察するなど、一の視点に限定することなく、複数の
視点から総合的に行う。 
また、例えば、店舗用建築物は路面側の面にのみ装飾を施すなど、一部の面に特徴を持たせ

た創作が行われることがあることから、そのような建築物については、当該面に比重を置いて観察を
行う。他方、電波塔などのタワー状の建築物は四方均等に創作が行われることが多いことから、そ
のような建築物については、各面を同じ比重で観察する。 
 

意匠に係る物品︓販売店 

                       

【斜視図】  
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 6.2.2用途及び機能の類否判断 
（１）建築物の意匠同士の用途及び機能の類否判断 

建築物の意匠同士の類否判断における、両意匠の用途及び機能の類否判断に際して、
審査官は、まず対比する両意匠の意匠に係る物品の欄に記載された用途をふまえた上で、両
意匠の使用の目的、使用の状態等に基づき用途及び機能を認定する。 
審査官は、両意匠の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要は

なく、両意匠の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能に共通性があれば、両意
匠の用途及び機能が類似すると判断する。  
例えば、「住宅」、「病院」、「レストラン」、「オフィス」のように、人がその内部に入り、一定時

間を過ごすという点で、用途及び機能に共通性があるものについては、それらの建築物の用途
及び機能は類似すると判断する。 
他方、土木構造物については様々な固有の用途を持つものが存在することから、「住宅」等

と用途及び機能が類似しないと判断される場合も考えられる。 
 
（２）建築物と物品の用途及び機能の類否判断 

建築物の意匠と物品の意匠との間の用途及び機能の類否判断についても、（１）と同様
であり、両意匠の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要はなく、
両意匠の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能に共通性があれば、両意匠の
用途及び機能が類似すると判断する。  
よって、例えば、建築物の意匠である「住宅」と、物品の意匠である「組立家屋」（注）につ

いては、土地に定着したものであるか否かとの点において異なるものの、人が居住するために用
いるものである点で、その用途及び機能に共通性があることから、両意匠の用途及び機能は類
似すると判断する。 

 
（注）「組立家屋」とは、土地に定着する建築物の意匠と異なり、市場で流通する動産であっ

て、意匠法上の「物品」に該当するもの。 
 
（３）建築物と内装の用途及び機能の類否判断 

建築物の意匠と内装の意匠との間の用途及び機能の類否判断についても、（１）と同様
であり、両意匠の詳細な用途及び機能を比較した上でその類否を決するまでの必要はなく、
両意匠の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能に共通性があれば、両意匠の
用途及び機能が類似すると判断する。  
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よって、例えば、建築物の意匠である「住宅」について、その内部の居間の部分を意匠登録
を受けようとする部分とした意匠と、内装の意匠である「住宅用居間の内装」については、いず
れも内部において人が一定時間を過ごすために用いるものであるという点で、用途及び機能に
共通性があることから、両意匠の用途及び機能は類似すると判断する。 

 
 6.2.3建築物の意匠の類否判断事例 
（１）用途及び機能が類似する例 

① 住宅、病院、レストラン、オフィス 
これらにはいずれも、人がその内部に入り、一定時間を過ごすために用いられるものであ
るという点で、用途及び機能に共通性がある。 

② 鉄道橋と道路橋 
 

（２）用途及び機能が類似しない例 
① ガスタンクとホテル 
② 橋梁と灯台 

 
（３）形態が類似し、用途及び機能が同一の例 

【事例１】 

  

                     
公知意匠︓オフィス              出願意匠︓オフィス 

 
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 
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【事例２】 

 
 

                     
公知意匠︓商業用建築物          出願意匠︓商業用建築物 

  
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 

 

【事例３】 

 

                     
公知意匠︓住宅             出願意匠︓住宅 

 
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 
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【事例４】 

 

                         
公知意匠︓ホテル           出願意匠︓ホテル 

 
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 
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6.3 創作非容易性を有すること（容易に創作できたものでないこと） 

6.3.1 建築物の意匠の創作非容易性の判断主体 
審査官は、出願された建築物の意匠の創作非容易性について、当業者の視点から検討及び

判断する。当業者とは、建築物を建築したり販売したりする業界において、当該意匠登録出願の
時に、その業界の意匠に関して、通常の知識を有する者をいう。 

 
6.3.2 建築物の意匠の創作非容易性の判断に係る基本的な考え方 
創作非容易性の判断に係る基本的な考え方については、「第Ⅲ部第３章 創作非容易性 

3. 創作非容易性の判断に係る基本的な考え方」を参照されたい。 
 

6.3.3 ありふれた手法と軽微な改変 
6.3.3.1 ありふれた手法の例 
審査官は、出願された意匠が、出願前に公知となった構成要素や具体的な態様を基本として

創作されたものであると判断した場合、その意匠の属する分野における「ありふれた手法」により創
作されたものか否かを検討する。 
多くの建築物に共通する主な「ありふれた手法」の例は以下のとおりであるが、審査官は、出願

された意匠について、当該意匠の属する分野の創作の実態に照らして検討を行う。 
 
（ａ）置き換え 

意匠の構成要素の一部を他の意匠等に置き換えることをいう。 
（ｂ）寄せ集め 

複数の既存の意匠等を組み合わせて、一の意匠を構成することをいう。 
（ｃ）一部の構成の単なる削除 

意匠の創作の一単位として認められる部分を、単純に削除することをいう。 
（ｄ）配置の変更 

意匠の構成要素の配置を、単に変更することをいう。 
（ｅ）構成比率の変更 

意匠の特徴を保ったまま、大きさを拡大・縮小したり、縦横比などの比率を変更することをいう。 
（ｆ）連続する単位の数の増減 

繰り返し表される意匠の創作の一単位を、増減させることをいう。 
（ｇ）物品等の枠を超えた構成の利用・転用 

既存の様々なものをモチーフとし、ほとんどそのままの形状等で種々の物品に利用・転用する
ことをいう。  
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 6.3.3.2 軽微な改変の例 
審査官は、出願された意匠において、出願前に公知となった構成要素や具体的態様がありふ

れた手法などによりそのままあらわされているのではなく、それらの構成要素や具体的態様に改変
が加えられた上であらわされている場合は、当該改変が、その意匠の属する分野における「軽微な
改変」に過ぎないものであるか否かを検討する。 
「軽微な改変」の例は以下のとおりであるが、審査官は、出願された意匠について、当該意匠

の属する分野の創作の実態に照らして検討を行う。 
 

（ａ）角部及び縁部の単純な隅丸化又は面取 
（ｂ）模様等の単純な削除 
（ｃ）色彩の単純な変更、区画ごとの単純な彩色、要求機能に基づく標準的な彩色 
（ｄ）素材の単純な変更 
（ｅ）屋根の傾斜角の単純な変更 
 

6.3.4 当業者の立場から見た意匠の着想や独創性について 
当業者の立場から見た意匠の着想や独創性については、「第Ⅲ部第３章 創作非容易性 

4.3当業者の立場から見た意匠の着想や独創性について」を参照されたい。 
 

6.3.5 創作容易な意匠の事例 
以下に示す各事例は、いずれも出願意匠が新規性を有するものと仮定した場合における、創

作非容易性の判断手法を模式的に表したものである。 
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【事例１】「置き換えの意匠」 
公知の商業用建築物を基本とし、オーニングテントについて、他の公知の商業用建築物のオー

ニングテントの色彩を変更し、置き換えて表したにすぎない意匠 
 

      
公知意匠１︓商業用建築物         公知意匠２︓商業用建築物 

 
 

              
                出願意匠︓商業用建築物 
 

※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 
 
（注） 本事例は、建築物の分野において、オーニングテントを置き換えることがありふれた手法であ

り、かつ、出願意匠において当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が見受けられないと
仮定した場合の例である。出願意匠が新規性を有するものと仮定して、創作非容易性の判
断手法を模式的に表している。  
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【事例２】「寄せ集めの意匠」 
公知の住宅とサンルームを寄せ集めて表したにすぎない意匠 

 

      
公知意匠︓住宅               公知意匠︓サンルーム 

 
 

              
                 出願意匠︓住宅 
 

※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 
 
（注） 本事例は、建築物の分野において、住宅とサンルームを寄せ集めて表すことがありふれた手法

であり、かつ、出願意匠において当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が見受けられ
ないと仮定した場合の例である。また、その配置について、本願意匠の視覚的な特徴として現
れるものであって、独自の創意工夫に基づく当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が
認められる場合には、それを考慮する。出願意匠が新規性を有するものと仮定して、創作非
容易性の判断手法を模式的に表している。 
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【事例３】「一部の構成の単なる削除の意匠」 
公知の住宅の玄関庇を削除して表したにすぎない意匠 

 

         
公知意匠︓住宅                 出願意匠︓住宅 

 
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 

 
（注） 上記事例は、建築物の分野において、玄関庇を削除することがありふれた手法であり、かつ、

出願意匠において当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が見受けられないと仮定した
場合の例である。出願意匠が新規性を有するものと仮定して、創作非容易性の判断手法を
模式的に表している。 

 
【事例４】「配置の変更の意匠」 
公知の事務所の出入り口等の配置を変更して表したにすぎない意匠 
  

 
公知意匠︓事務所                出願意匠︓事務所 

 
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 

 
（注） 上記事例は、建築物の分野において、出入り口等の配置を変更することがありふれた手法で

あり、かつ、出願意匠において当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が見受けられな
いと仮定した場合の例である。 
また、その配置について、本願意匠の視覚的な特徴として現れるものであって、独自の創

意工夫に基づく当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が認められる場合には、それを
考慮する。出願意匠が新規性を有するものと仮定して、創作非容易性の判断手法を模式
的に表している。 
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【事例５】「構成比率の変更の意匠」 
公知の工場の幅と高さの構成比率を変更して表したにすぎない意匠 

 

                  
公知意匠︓工場            出願意匠︓工場 

 
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 

 
（注） 上記事例は、建築物の分野において、幅と高さの構成比率を変更することがありふれた手法

であり、かつ、出願意匠において当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が見受けられ
ないと仮定した場合の例である。出願意匠が新規性を有するものと仮定して、創作非容易
性の判断手法を模式的に表している。 

 
【事例６】「物品等の枠を超えた構成の利用・転用の意匠」 
公然知られたソフトクリームの形状をほとんどそのまま販売店用建築物の形状としたもの表した

にすぎない意匠 
 

                           
公知意匠︓ソフトクリーム              出願意匠︓販売店 

※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 
 
（注） 上記事例は、建築物の分野において、公然知られたソフトクリームの形状をほとんどそのまま

販売店用建築物の形状とすることがありふれた手法であり、かつ、出願意匠において当業者
の立場からみた意匠の着想や独創性が見受けられないと仮定した場合の例である。出願意
匠が新規性を有するものと仮定して、創作非容易性の判断手法を模式的に表している。ま
た、食品の形状を建築物の形状に模することが、商慣行上行われていると仮定している。  
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【事例７】「連続する単位の増減の意匠」 
公知のオフィスの階数や幅を増やして表したにすぎない意匠 

 

          
公知意匠︓オフィス            出願意匠１︓オフィス 

 
 
 

 
 出願意匠２︓オフィス 

 
※説明の都合上、願書の記載事項及びその他の図は省略した。 

 
（注） 本事例は、建築物の分野において、オフィスの階数や幅を増やして表すことがありふれた手法

であり、かつ、出願意匠において当業者の立場からみた意匠の着想や独創性が見受けられ
ないと仮定した場合の例である。出願意匠が新規性を有するものと仮定して、創作非容易
性の判断手法を模式的に表している。 
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6.4 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠ではないこと 

先願の意匠の一部がほとんどそのまま後願の意匠として意匠登録出願されたときのように、後
願の意匠が何ら新しい意匠の創作と認められない場合は、意匠法第３条の２の規定により意匠
登録を受けることができない。 
審査官は、先願の意匠の一部との類否判断は、物品の意匠の場合と同様に行う（第Ⅲ部

第５章参照）。 
 

7. 先願の意匠と類似するものでないこと 

審査官は、先願の意匠との類否判断は、新規性の類否判断（6.2参照）と同様に行う。 
なお、審査官は、先願の意匠と類似する場合であっても、出願人（複数の出願人による共同

出願である場合は全ての出願人）が同一であって、要件を満たす場合（第Ⅴ部参照）は、先
願（同日の場合はいずれか）の意匠を本意匠とし、後願の意匠（同日の場合は本意匠以外
の意匠）を関連意匠とすることで、いずれの意匠も登録することができることから、拒絶理由通知
書や協議指令においてその旨を記載する。 
 


